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○

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
九
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一
般
乗

第
九
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一
般
乗

合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
（

合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
（

旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令

旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
運
賃
及
び
料
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
第
二
号
、

で
定
め
る
運
賃
及
び
料
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
第
二
号
、

第
八
十
八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号

第
八
十
八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号

に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
上
限
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
上
限
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様

様
と
す
る
。

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
運
賃

３

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
運
賃

等
の
上
限
の
範
囲
内
で
運
賃
等
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交

等
の
上
限
の
範
囲
内
で
運
賃
等
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

も
同
様
と
す
る
。

４

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
す

４

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
、
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
当

る
協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
当
該
地
域
の
住
民
の
生

該
地
域
の
住
民
の
生
活
に
必
要
な
旅
客
輸
送
の
確
保
そ
の
他
の
旅
客
の
利
便

活
の
た
め
の
旅
客
の
運
送
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
路
線
又
は
営
業
区
域
（

の
増
進
を
図
る
た
め
に
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
路
線
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
運
送
に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
地

協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

方
公
共
団
体
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
住
民
そ
の
他
の
国
土

協
議
が
調
つ
た
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
運

交
通
省
令
で
定
め
る
関
係
者
間
の
協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
当
該
一
般
乗
合

賃
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
協
議
会
に
お
い
て
当
該
運
賃
等
の
変

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

更
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り

一

当
該
路
線
等
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

る
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

じ
。
）
又
は
都
道
府
県

二

当
該
運
賃
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
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三

当
該
路
線
等
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

四

第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
又
は
同
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

知
事
が
関
係
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
と
し
て
指
名
す
る
者

５

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
協
議
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

（
新
設
）

め
、
公
聴
会
の
開
催
そ
の
他
の
住
民
、
利
用
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

５

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
運
賃
及
び
料
金
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交

め
る
運
賃
及
び
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

も
、
同
様
と
す
る
。

す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

７

（
略
）

６

（
略
）

（
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

（
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
九
条
の
二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一

第
九
条
の
二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一

般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料

般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料

金
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

金
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七
項
中
「
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と

事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
九
条
の
三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一

第
九
条
の
三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
運
賃
等
（
旅
客
の
運

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料

賃
及
び
料
金
（
旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て

金
（
旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
八

省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け

十
八
条
の
二
第
三
号
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
基
準

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
基
準

に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

運
賃
等
が
対
距
離
制
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の

四

運
賃
及
び
料
金
が
対
距
離
制
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣

算
定
の
基
礎
と
な
る
距
離
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
距
離
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の

こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

３

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
す

（
新
設
）

る
協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
当
該
地
域
の
住
民
の
生

活
の
た
め
の
旅
客
の
運
送
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
営
業
区
域
に
係
る
運
賃

等
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
協
議
が
調
つ
た
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

運
賃
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
協
議
会
に
お
い
て
当
該
運
賃
等
の

変
更
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

当
該
営
業
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
又
は
都
道
府
県

二

当
該
運
賃
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

三

当
該
営
業
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

四

第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
又
は
同
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の

知
事
が
関
係
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
と
し
て
指
名
す
る
者

４

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
協
議
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

（
新
設
）

め
、
公
聴
会
の
開
催
そ
の
他
の
住
民
、
利
用
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

３

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
料
金
を
定
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に

め
る
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

と
す
る
。

も
同
様
と
す
る
。

６

第
九
条
第
七
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
運
賃
等
及
び
前
項
の
料
金
に
つ
い

４

第
九
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
項
又
は
第
四

合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自

」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
読
み
替

動
車
運
送
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

え
る
も
の
と
す
る
。

者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
有
償
運
送
）

（
有
償
運
送
）

第
七
十
八
条

自
家
用
自
動
車
（
事
業
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
い
う
。
以

第
七
十
八
条

自
家
用
自
動
車
（
事
業
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
有
償
で
運
送
の
用
に
供
し
て

下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
有
償
で
運
送
の
用
に
供
し
て

は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二

二

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で

年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ

定
め
る
者
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
民
又
は
観
光
旅
客
そ
の
他
の

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
民
又

当
該
地
域
を
来
訪
す
る
者
の
運
送
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
旅

は
観
光
旅
客
そ
の
他
の
当
該
地
域
を
来
訪
す
る
者
の
運
送
そ
の
他
の
国
土

客
の
運
送
（
以
下
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き

交
通
省
令
で
定
め
る
旅
客
の
運
送
（
以
下
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
と

。

い
う
。
）
を
行
う
と
き
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
運
輸
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
運
輸
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
八
十
八
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
等
を
し
よ
う
と
す

第
八
十
八
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
等
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
き
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
九
条
第
七
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
の
三
第
六
項
に
お

二

第
九
条
第
六
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
の
三
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
賃
又
は
料
金
の
変
更

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
賃
又
は
料
金
の
変
更

の
命
令

の
命
令

三

第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
の
認
可

三

第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
及
び
料
金
の
認
可

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
利
害
関
係
人
等
の
意
見
の
聴
取
）

（
利
害
関
係
人
等
の
意
見
の
聴
取
）

第
八
十
九
条

地
方
運
輸
局
長
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に

第
八
十
九
条

地
方
運
輸
局
長
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
又
は
参
考
人
の
出

つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
又
は
参
考
人
の
出

頭
を
求
め
て
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

頭
を
求
め
て
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
運
賃
等
に
関
す
る
認
可

二

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
運
賃
及
び
料
金
に
関
す
る
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認
可

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
九
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
九
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

一

第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
こ
れ
ら
の
規

九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
こ
れ
ら
の
規

定
若
し
く
は
第
九
条
第
四
項
若
し
く
は
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

定
若
し
く
は
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
賃
若
し
く
は
料

り
届
け
出
た
運
賃
若
し
く
は
料
金
に
よ
ら
な
い
で
、
運
賃
又
は
料
金
を
収

金
に
よ
ら
な
い
で
、
運
賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
と
き
。

受
し
た
と
き
。

二

第
九
条
第
七
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
の
三
第
六
項
に
お

二

第
九
条
第
六
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
の
三
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
運

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
運

賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
と
き
。

賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
と
き
。

三

第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
い
で
、
若
し
く
は

三

第
九
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

認
可
を
受
け
た
運
賃
若
し
く
は
料
金
に
よ
ら
な
い
で
、
運
賃
若
し
く
は
料

可
を
受
け
な
い
で
、
又
は
認
可
を
受
け
た
運
賃
若
し
く
は
料
金
に
よ
ら
な

金
を
収
受
し
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。

い
で
、
運
賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
と
き
。

）
、
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
い
で
、
若

し
く
は
認
可
を
受
け
た
使
用
料
金
に
よ
ら
な
い
で
、
使
用
料
金
を
収
受
し

た
と
き
。

四
～
十
九

（
略
）

四
～
十
九

（
略
）
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